
２０２６年５月２９日 

日本原子力発電株式会社 

 

東海発電所・東海第二発電所 防災訓練実施結果の原子力規制委員会への報告について 

 

 

 当社は、原子力災害対策特別措置法※に基づき、東海発電所及び東海第二発電所で

実施した防災訓練について、その実施結果をとりまとめ、本日、原子力規制委員会に

報告しました。 

 また、同法に基づきその要旨を添付のとおり公表します。 

 

 

※：１９９９年９月３０日に発生したＪＣＯウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年１２月、原子力防災対

策を強化するために原子力災害対策特別措置法が制定された。 

  ２０１２年６月、東日本大震災の教訓を踏まえ、防災訓練の結果報告を義務付ける等の改正が行われた。 

 

 

添付資料－１：「東海発電所 防災訓練実施報告書」の要旨 

添付資料－２：「東海第二発電所 防災訓練実施報告書」の要旨 

以 上 

 

 

 

 

 

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、 

トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています｡ 

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社は

もとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です｡ 

 

 

♦完本はこちら 

     ・東 海 発 電 所  防災訓練実施結果報告書 

    ・東海第二発電所  防災訓練実施結果報告書 

https://www.japc.co.jp/tokai/news/2026/pdf/tokai260529_1.pdf
https://www.japc.co.jp/tokai/news/2026/pdf/tokai260529_2.pdf


添付資料－１ 

 

「東海発電所 防災訓練実施報告書」の要旨 

 

１．報告内容 

   東海発電所 防災訓練実施結果 

 

２．報告年月日 

   ２０２６年５月２９日 

 

３．防災訓練実施結果の主な内容 

   東海発電所 原子力事業者防災業務計画に基づく訓練 

 

 （１）第１部※ 

防災訓練実施年月日 ２０２６年１月３０日（金） 

防災訓練のために想定

した原子力災害の概要 

東海発電所（廃止措置中）において、地震（東海村震度６弱）の影響を受

け、管理区域内の高汚染エリア(仮設ハウス)内で作業していた作業員が仮設

ハウスの倒壊に巻き込まれ転倒し、作業用資材で負傷する事象を想定した。 

参加人数 ２７８名（社外関係者３８名含む） 

防災訓練の内容 

 上記の想定した原子力災害を受けて、以下の項目を「シナリオ非提示」に

て実施。 

（１）本部運営訓練（発電所） 

（２）通報連絡訓練（発電所） 

（３）緊急時環境モニタリング訓練（発電所） 

（４）発電所退避者誘導訓練（発電所） 

（５）原子力災害医療訓練（発電所、本店） 

（６）原子力緊急事態支援組織対応訓練（発電所、本店） 

（７）その他必要と認められる訓練 

  ①オフサイトセンター訓練（発電所、現地支援本部） 

  ②本部運営訓練（本店） 

  ③ＥＲＣ対応訓練（本店） 

  ④広報対応訓練（本店） 

  ⑤現地支援本部運営訓練（現地支援本部） 



防災訓練の結果の概要 

今回想定した原子力災害に対して、発電所本部、本店本部及び原子力事業

所災害対策支援拠点等の各拠点が役割分担を認識し、原子力防災組織として

有効に機能することを確認できたとともに、同一地域複数事業所同時発災を

想定した日本原子力研究開発機構（核燃料サイクル工学研究所）との連携対

応についても、隣接事業所との情報連携による活動が有効に機能することが

確認できた。また、２０２４年度に実施した東海・東海第二発電所及び敦賀

発電所防災訓練で抽出した改善策の効果が確認できたことから、組織全体と

しての事故対応能力が向上していると評価する。 

なお、今回実施した訓練における気づき・良好事例等より改善に取り組む

内容として「４．今後の原子力災害対策に向けた改善点」に掲げる事項を抽

出した。 

 

 （２）第２部※ 

防災訓練実施年月日 ２０２６年３月１８日（水） 

想定した 

原子力災害の概要 

 東海発電所（廃止措置中）において、地震（東海村震度６弱）の影響を受

け、管理区域外でＬ１輸送容器運搬車両が横転し、漏えいした車両の走行用

燃料に引火したことにより火災が発生。また、Ｌ１輸送容器が破損したこと

により管理区域外で放射線が検出され、原子力災害対策特別措置法（以下、

「原災法」という。）第１５条事象に至る原子力災害の発生を想定した。 

参加人数 ６７名 

防災訓練の内容 

 上記の想定した原子力災害を受けて、以下の項目を「シナリオ非提示」に

て実施。 

（１）本部運営訓練（発電所） 

（２）通報連絡訓練（発電所） 

（３）その他必要と認められる訓練 

  ①ＥＲＣ対応訓練（本店） 

防災訓練結果の概要 

今回想定した原子力災害に対しても、発電所本部、本店本部が役割分担を

認識し、原子力防災組織として有効に機能することを確認できたことから、

組織全体としての事故対応能力が維持されていると評価した。 

※：第１部、第２部訓練とは 

東海発電所は廃止措置中、かつ、敷地から燃料を搬出した施設であり、相対的にリスクが小さい原子

炉施設であることから、２０２１年度より２部制訓練を実施することが原子力規制庁より示されて

おり、２０２５年度は、現実的なシナリオに基づく訓練を第１部、原災法に基づき原子力緊急事態に

至るシナリオでの訓練を第２部として実施した。 

 

４．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

（１）改善に取り組む事項 

①緊急作業対象に関する教育の拡充 

（課題）緊急作業対象のＥＡＬ及び緊急作業従事意思確認に関する理解をより確実なものとする

観点から、教育の充実が必要である。 

（改善）緊急作業従事の意思確認が必要なＥＡＬを明確に確認できるよう、ＥＡＬに関する備付資

料及びマニュアルへ明示して関係者に周知する。また、発電所本部要員の教育に緊急作業

従事意思確認の項目を追加し、教育を行い、訓練で習熟を図る。 



※ＥＡＬ：防護措置の準備や実施をするべく、原子力施設等の状況に応じて、緊急事態の区分を決定する

ための判断基準をいう。（緊急時活動レベル） 

 

②自治体へ共有すべき情報とその優先度の明確化 

（課題）自治体リエゾンは、住民防護措置の参考となる情報といった自治体のニーズを踏まえた、

分かりやすい情報提供の観点から、説明内容の整理が必要である。 

（改善）自治体リエゾンが提供すべき情報について、住民防護措置の参考となる情報とその優先度

を整理し、自治体のニーズを確認したうえで、マニュアルに反映する。また、マニュアル

に基づき、自治体リエゾン要員を対象とした教育・訓練を行い、対応の習熟を図る。 

※リエゾン：原子力災害発生時に、国（原子力規制庁等）、都道府県・市町村の災害対策本部等へ原子力事

業者から派遣する要員で、事象ごとのプラント状況説明、質問・要望事項への対応等、情報

共有と意思疎通を円滑にする役目を持つ。 

 

（２）更なる改善に取り組む事項 

①１０条確認会議・１５条認定会議への速やかな対応 

（良好）本店副本部長は、初発ＳＥ※１・初発ＧＥ※１の判断から３分以内に１０条確認会議※２・

１５条認定会議※３について速やかに開催することができた。 

（改善）今後も継続して、速やかな会議開催対応を可能とするため、「ＳＥ・ＧＥ事象対応整理表」

を社内マニュアルに反映し対応の習熟を図る。また、リエゾンやプレス対応者等の必要な

要員が必要な時に、状況把握を可能とするための支援ツールとして、備付資料に反映する。 

※１ ＳＥ、ＧＥ  ：ＥＡＬにおける原子力発電所事故の各段階を示すもので、ＡＬ（警戒事態）、ＳＥ

（施設敷地内緊急事態）、ＧＥ（全面緊急事態）の３段階に分かれる。 

ＳＥは原災法第１０条に該当する通報事象で「原子力施設において公衆に放射線に

よる影響をもたらす可能性がある事象が生じたため、防護措置の準備を実施する必

要がある段階」を指し、ＧＥは原災法第１５条に該当する事象で「原子力施設にお

いて公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、迅速な防

護措置を実施する必要がある段階」を指す。 

※２ １０条確認会議：原災法第１０条に基づく通報対象事象が発生したことを、組織として正式に確認・

共有するための会議を指す。 

※３ １５条認定会議：原災法第１５条に基づき、原子力緊急事態に該当するかどうかを国が正式に判断

（認定）するための会議を指す。 

以 上 

 



添付資料－２ 

 

「東海第二発電所 防災訓練実施報告書」の要旨 

 

１．報告内容 

   東海第二発電所 防災訓練実施結果 

 

２．報告年月日 

   ２０２６年５月２９日 

 

３．防災訓練実施結果の主な内容 

   東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画に基づく訓練 

 

防災訓練実施年月日 ２０２６年１月３０日（金） 

防災訓練のために想定

した原子力災害の概要 

東海第二発電所（新規制基準適合後の定格熱出力一定運転中を想定）にお

いて、地震（東海村震度６弱）の影響を受け、外部電源喪失や設備故障等の

発生により、原子炉注水機能が喪失し、原子力災害対策特別措置法（以下、

「原災法」という。）第１５条事象に至る原子力災害の発生を想定した。 

参加人数 ２９７名（社外関係者３８名含む） 

防災訓練の内容 

上記の想定した原子力災害を受けて、以下の項目を「シナリオ非提示」に

て実施。 

（１）本部運営訓練（発電所） 

（２）通報連絡訓練（発電所） 

（３）緊急時環境モニタリング訓練（発電所） 

（４）発電所退避者誘導訓練（発電所） 

（５）原子力災害医療訓練（発電所、本店） 

（６）全交流電源喪失対応訓練（発電所） 

（７）シビアアクシデント対策訓練（発電所） 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練（発電所、本店） 

（９）その他必要と認められる訓練 

  ①オフサイトセンター訓練（発電所、現地支援本部） 

  ②本部運営訓練（本店） 

  ③ＥＲＣ対応訓練（本店） 

  ④原子力事業者間協力協定に基づく支援連携訓練（本店） 

  ⑤広報対応訓練（本店） 

  ⑥現地支援本部運営訓練（現地支援本部） 



防災訓練の結果の概要 

今回想定した原子力災害に対して、発電所本部、本店本部及び原子力事業

所災害対策支援拠点等の各拠点が役割分担を認識し、原子力防災組織として

有効に機能することを確認できたとともに、同一地域複数事業所同時発災を

想定した日本原子力研究開発機構（核燃料サイクル工学研究所）との連携対

応についても、隣接事業所との情報連携による活動が有効に機能することが

確認できた。また、２０２４年度に実施した東海・東海第二発電所及び敦賀

発電所防災訓練で抽出した改善策の効果が確認できたことから、組織全体と

しての事故対応能力が向上していると評価した。 

なお、今回実施した訓練における気づき・良好事例等より改善に取り組む

内容として「４．今後の原子力災害対策に向けた改善点」に掲げる事項を抽

出した。 

 

４．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

（１）改善に取り組む事項 

①緊急作業対象に関する教育の拡充 

（課題）緊急作業対象のＥＡＬ及び緊急作業従事意思確認に関する理解をより確実なものとする

観点から、教育の充実が必要である。 

（改善）緊急作業従事の意思確認が必要なＥＡＬを明確に確認できるよう、ＥＡＬに関する備付資

料及びマニュアルへ明示して関係者に周知する。また、発電所本部要員の教育に緊急作業

従事意思確認の項目を追加し、教育を行い、訓練で習熟を図る。 

※ＥＡＬ：防護措置の準備や実施をするべく、原子力施設等の状況に応じて、緊急事態の区分を決定する

ための判断基準をいう。（緊急時活動レベル） 

 

②自治体へ共有すべき情報とその優先度の明確化 

（課題）自治体リエゾンは、住民防護措置の参考となる情報といった自治体のニーズを踏まえた、

分かりやすい情報提供の観点から、説明内容の整理が必要である。 

（改善）自治体リエゾンが提供すべき情報について、住民防護措置の参考となる情報とその優先度

を整理し、自治体のニーズを確認したうえで、マニュアルに反映する。また、マニュアル

に基づき、自治体リエゾン要員を対象とした教育・訓練を行い、対応の習熟を図る。 

※リエゾン：原子力災害発生時に、国（原子力規制庁等）、都道府県・市町村の災害対策本部等へ原子力事

業者から派遣する要員で、事象ごとのプラント状況説明、質問・要望事項への対応等、情報

共有と意思疎通を円滑にする役目を持つ。 

 

（２）更なる改善に取り組む事項 

①１０条確認会議・１５条認定会議への速やかな対応 

（良好）本店副本部長は、初発ＳＥ※１・初発ＧＥ※１の判断から３分以内に１０条確認会議※２・ 

１５条認定会議※３について速やかに開催することができた。 

（改善）今後も継続して、速やかな会議開催対応を可能とするため、「ＳＥ・ＧＥ事象対応整理表」

を社内マニュアルに反映し、対応の習熟を図る。また、リエゾンやプレス対応者等の必要

な要員が必要な時に、状況把握を可能とするための支援ツールとして、備付資料に反映す

る。 

※１ ＳＥ、ＧＥ  ：ＥＡＬにおける原子力発電所事故の各段階を示すもので、ＡＬ（警戒事態）、ＳＥ

（施設敷地内緊急事態）、ＧＥ（全面緊急事態）の３段階に分かれる。 

ＳＥは原災法第１０条に該当する通報事象で「原子力施設において公衆に放射線に

よる影響をもたらす可能性がある事象が生じたため、防護措置の準備を実施する必

要がある段階」を指し、ＧＥは原災法第１５条に該当する事象で「原子力施設にお

いて公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、迅速な防



護措置を実施する必要がある段階」を指す。 

※２ １０条確認会議：原災法第１０条に基づく通報対象事象が発生したことを、組織として正式に確認・

共有するための会議を指す。 

※３ １５条認定会議：原災法第１５条に基づき、原子力緊急事態に該当するかどうかを国が正式に判断 

（認定）するための会議を指す。 

以 上 


